
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

令和７年 11 月 27 日答申分 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの       ２件 

        国 民 年 金 関 係       ０件 

        厚生年金保険関係       ２件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの            ０件 

        国 民 年 金 関 係       ０件 

        厚生年金保険関係       ０件 

 

    （３）年金記録の訂正請求を却下としたもの  ０件 

        国 民 年 金 関 係       ０件 

        厚生年金保険関係       ０件 

 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2500262 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 2500068 号 

  

第１ 結論 

１ 請求者のＡ社における平成 10 年４月１日から平成 12 年 12 月１日までの期間の標準報酬

月額を訂正することが必要である。平成 10 年４月から平成 11 年 11 月までの各月の標準報

酬月額は 14 万 2,000 円を 18 万円、同年 12 月の標準報酬月額は 14 万 2,000 円を 19 万円、

平成 12 年１月から同年 11 月までの各月の標準報酬月額は 14 万 2,000 円を 26 万円とする。 

平成 10 年４月から平成 12 年 11 月までの各月の訂正後の標準報酬月額については、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」とい

う。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録す

ることが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 10 年４月から平成 12 年 11 月までの各月の訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 請求者のＢ社における平成 14 年２月１日から平成 16 年 12 月１日までの期間の標準報酬

月額を訂正することが必要である。平成 14 年２月から平成 16 年 11 月までの各月の標準報

酬月額については、19万円を 26万円とする。 

平成 14 年２月から平成 16 年 11 月までの各月の訂正後の標準報酬月額については、厚生

年金特例法第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記

録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 14 年２月から平成 16 年 11 月までの各月の訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 10 年４月１日から平成 12 年 12 月１日まで 

             ② 平成 14年２月１日から平成 16年 12 月１日まで 

  前回の訂正請求において、Ａ社及びＢ社における厚生年金保険の被保険者期間に係る標準

報酬月額の記録の訂正を求めたところ、当該期間のうち一部期間については、記録の訂正が

認められなかった。 

しかし、前回の訂正請求において記録の訂正が認められなかった期間に係る資料が新たに

見付かったので、Ａ社に係る請求期間①及びＢ社に係る請求期間②の標準報酬月額の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求者の訂正請求については、Ａ社に係る請求期間①並びにＢ社に係る請求期間②及び平

成 16 年 12 月１日から平成 17 年４月 30日までの期間について、ⅰ）Ａ社及びＢ社はいずれ

も既に解散していること、ⅱ）Ａ社の元事業主でＢ社の元事業主の親族は、両社の実質的経

営者であったＢ社の元事業主は亡くなっており、両社に関する資料もない旨回答しているこ



 

   

と、ⅲ）請求者の当該各期間に係る住所地のＣ市は、当該各期間に係る給与収入及び社会保

険料控除額を確認できる資料は保存期間経過のため確認できない旨回答していること、ⅳ）

ほかに請求者の当該各期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認又は推

認することができる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、既に令和７年４月 21

日付けで、年金記録の訂正をしないこととする近畿厚生局長の決定が通知されている。 

  これに対し、請求者は、前回の訂正請求の際には見付からなかった請求期間①及び②に係

る資料が見付かったとして、再度訂正請求を行っているものである。 

２ 請求期間①について、請求者から提出された預金通帳、Ａ社の元従業員の陳述及び回答並

びに同社の元従業員から提出された給与明細書及び給与所得の源泉徴収票（以下「源泉徴収

票」という。）から判断すると、請求者が同社からオンライン記録の標準報酬月額を超える報

酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額を超える厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、請求者の請求期間①に係る標準報酬月額については、前述の預金通帳等によ

り推認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、平成 10 年４月から平成 11 年 11 月

までの各月は 18 万円、同年 12 月は 19 万円、平成 12 年１月から同年 11月までの各月は 26

万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、元事業主は不明である旨回答しているが、請求期間①につ

いて、前述の預金通帳等により推認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額のそれぞれに

見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないこ

とから、事業主は、前述の預金通帳等により推認できる報酬月額を社会保険事務所（当時）

に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、請求者の上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

３ 請求期間②について、請求者から提出された源泉徴収票及び預金通帳、Ｂ社の元従業員の

陳述並びに同社の元従業員から提出された給与明細書から判断すると、請求者が同社からオ

ンライン記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

したがって、請求者の請求期間②に係る標準報酬月額については、前述の源泉徴収票等に

より推認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、26 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、元事業主の連絡先は不明であり、同人の親族も資料がなく

不明である旨回答しているが、請求期間②について、前述の源泉徴収票等により推認できる

報酬月額及び厚生年金保険料控除額のそれぞれに見合う標準報酬月額とオンライン記録の

標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、前述の源泉徴収票等に

より推認できる報酬月額を社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

請求者の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 2500349 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 2500067 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ法人Ｂ事業所（以下「Ｂ事業所」という。）における厚生年金保険被保険者資格の

喪失年月日を平成２年３月 31 日から同年４月 1日に訂正し、同年３月の標準報酬月額を 12 万

6,000 円とすることが必要である。 

平成２年３月 31 日から同年４月１日までの期間については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる

被保険者期間として記録することが必要である。 

 事業主は、請求者に係る平成２年３月 31 日から同年４月１日までの期間の厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： 平成２年３月 31 日から同年４月１日まで 

私は、昭和 63 年４月１日から平成２年３月 31日までＢ事業所に勤務したが、厚生年金保

険被保険者資格の喪失年月日が平成２年４月１日となるべきところ、同年３月 31 日となっ

ているため、被保険者期間が１か月短く記録されており、納得できない。調査の上、当該喪

失年月日を平成２年４月 1 日に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者から提出された退職証明書、雇用保険の記録、同僚の回答、同僚から提出された給与

明細書等から判断すると、請求者は、請求期間においてＢ事業所に継続して勤務し、請求期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、請求期間の標準報酬月額については、請求者のＢ事業所における平成２年２月の標準

報酬月額の記録から、12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が請求者の請求期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ法人は不明と回答しているが、事業主が資格喪失年月日を平成２年４月 1 日とし

て届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年３月 31 日と誤って記録し

たとは考え難いことから、事業主から資格喪失年月日を同年３月 31 日とする健康保険厚生年

金保険被保険者資格喪失届が提出され、その結果、社会保険事務所は請求者の請求期間に係る

厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき厚生年金保険料に充当した場合又は厚生年金保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 


